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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞を密閉状態で収容した第一密閉容器を搬送する搬送部と、
　前記搬送部で搬送された前記第一密閉容器を受け取り、前記第一密閉容器から前記細胞
を取り出し、取り出した前記細胞を培養する隔離エリア内に設けられた自動培養装置と、
　を備え、
　前記搬送部は天井と、前記天井に設けられたレールと、前記レールにぶら下がるように
して前記第一密閉容器を保持する保持部とを有し、
　前記隔離エリアは複数のエリアに隔離部材で区切られており、
　前記複数のエリアは、ｉＰＳ細胞を樹立するための樹立エリアと、ｉＰＳ細胞を培養す
るためのｉＰＳ細胞培養エリアと、分化細胞を培養するための分化細胞培養エリアと、こ
れら樹立エリア、ｉＰＳ細胞培養エリア及び分化細胞培養エリアの各々を繋ぐ連結エリア
のうち、少なくとも隔離部材で区切られた２つのエリアをもち、
　前記天井はこれら２つのエリアの天井からなり、前記レールは２つのエリアの天井間に
延び、前記第一密閉容器を保持する保持部は前記レールに沿って移動して隔離部材を通過
する、
　ことを特徴とする自動培養システム。
【請求項２】
　前記隔離部材は、二重扉、一重扉、またはエアシャワーを含むことを特徴とする請求項
１記載の自動培養システム。
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【請求項３】
　前記自動培養装置は培地の入れ替えを自動で行なうことを特徴とする請求項１または２
記載の自動培養システム。
【請求項４】
　前記第一密閉容器は資材を収納することができ、前記搬送部は前記細胞を収納する前記
第一密閉容器を搬送する細胞搬送経路と、前記資材を収納する前記第一密閉容器を搬送す
る資材搬送経路とを有し、前記細胞搬送経路と前記資材搬送経路は互いに異なることを特
徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の自動培養システム。
【請求項５】
　前記細胞搬送経路と前記資材搬送経路は立体的に交差することを特徴とする請求項１乃
至４のいずれか１項に記載の自動培養システム。
【請求項６】
　前記自動培養装置は、前記細胞の継代を自動で行うことを特徴とする請求項１乃至５の
いずれか１項に記載の自動培養システム。
【請求項７】
　前記細胞を収容する第二密閉容器が前記第一密閉容器内に収容された状態で、前記第一
密閉容器が前記搬送部によって搬送されることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１
項に記載の自動培養システム。
【請求項８】
　複数の前記第二密閉容器が前記第一密閉容器内に収容された状態で、前記第一密閉容器
が前記搬送部によって搬送されることを特徴とする請求項７に記載の自動培養システム。
【請求項９】
　前記自動培養装置は、前記搬送部で搬送された前記第二密閉容器を収容した前記第一密
閉容器を受け取り、前記第一密閉容器から前記第二密閉容器を取り出し、取り出した前記
第二密閉容器に収容された状態で前記細胞を自動で培養することを特徴とする請求項７又
は８のいずれかに記載の自動培養システム。
【請求項１０】
　前記細胞を収容した前記第一密閉容器内を殺菌するための殺菌装置をさらに備えたこと
を特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の自動培養システム。
【請求項１１】
　前記殺菌装置は、前記第一密閉容器内に殺菌ガスを供給することで前記細胞を収容した
前記第一密閉容器内を殺菌することを特徴とする請求項１０に記載の自動培養システム。
【請求項１２】
　前記自動培養装置は、少なくとも廃液を排出するための排出部を有することを特徴とす
る請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の自動培養システム。
【請求項１３】
　前記第一密閉容器内の温度、湿度及びガス濃度の少なくとも一つが調整可能となってい
ることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の自動培養システム。
【請求項１４】
　内部の温度、湿度及びガス濃度の少なくとも一つを自動で調整することができ、前記第
一密閉容器を一時的に保管するための一時保管部をさらに備えたことを特徴とする請求項
１乃至１３のいずれか１項に記載の自動培養システム。
【請求項１５】
　前記自動培養装置は、前記細胞を収容した前記第一密閉容器を搬入するための細胞用搬
入部と、資材を搬入するための資材用搬入部と、を有することを特徴とする請求項１乃至
１４のいずれか１項に記載の自動培養システム。
【請求項１６】
　前記自動培養装置が複数設けられ、
　複数の前記自動培養装置を収容する複数の収容部屋をさらに備え、
　前記自動培養装置の各々が対応する前記収容部屋に、一対一の関係で収容されることを
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特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の自動培養システム。
【請求項１７】
　搬送部によって、細胞を密閉状態で収容した第一密閉容器を搬送することと、
　自動培養装置が、前記搬送部で搬送された前記第一密閉容器を受け取り、前記第一密閉
容器から前記細胞を取り出すことと、
　前記自動培養装置が、取り出した前記細胞を培養することと、
　を備え、
　前記搬送部は天井と、前記天井に設けられたレールと、前記レールにぶら下がるように
して前記第一密閉容器を保持する保持部とを有し、
　前記隔離エリアは複数のエリアに隔離部材で区切られており、
　前記複数のエリアは、ｉＰＳ細胞を樹立するための樹立エリアと、ｉＰＳ細胞を培養す
るためのｉＰＳ細胞培養エリアと、分化細胞を培養するための分化細胞培養エリアと、こ
れら樹立エリア、ｉＰＳ細胞培養エリア及び分化細胞培養エリアの各々を繋ぐ連結エリア
のうち、少なくとも隔離部材で区切られた２つのエリアをもち、
　前記天井はこれら２つのエリアの天井からなり、前記レールは２つのエリアの天井間に
延び、前記第一密閉容器を保持する保持部は前記レールに沿って移動して隔離部材を通過
する、
ことを特徴とする自動培養方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、細胞を自動で培養する自動培養システムと、このような自動培養システムを
用いて細胞を自動で培養する自動培養方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、細胞培養により目的とする組織や臓器を人工的に作成する再生医療の研究開発が
進められている。細胞の培養操作等を行うには所定の基準、例えばＧＭＰ（Good Manufac
turing Practice）を充足した細胞培養施設が用いられる。このような細胞培養施設では
無菌的管理・無菌操作が必要となる。このような施設としては、例えばＣＰＣ（Cell Pro
cessing Center）が知られている。
【０００３】
　このような細胞培養施設において、ある程度、自動化することが試みられている。特許
文献１では、複数の細胞培養室と、原料処理室と、製品処理室と、これら細胞培養質、原
料処理室及び製品処理室の間で細胞の搬送を自動で行う搬送ロボットと、を備えた態様が
開示されている。そして、細胞の自動培養装置を各細胞培養室に配置しておき、搬送ロボ
ットにより原料細胞を選択された細胞培養室に自動供給し、培養後の製品細胞を製品処理
室に自動的に搬出することができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４８０３１９６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献１では、細胞の培養に作業者が介在することが想定さ
れており、細胞を培養する際の完全な自動化が想定されていない。また、このように作業
者が介在することから、当該作業者の殺菌を徹底して行う必要がある。なお、ｉＰＳ細胞
のように最終的に人体等に戻すことを想定している細胞を取り扱う現場では、作業者の殺
菌ということには非常にナーバスであり、設備費用、維持費用等も高額なものとなってい
る。
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【０００６】
　本発明は、このような点を鑑みてなされたものであり、細胞を完全に自動で培養するこ
とができ、また、細胞を培養するエリアにおいて高い清浄度を必ずしも保つ必要がない自
動培養システム及び自動培養方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による自動培養システムは、
　細胞を密閉状態で収容した第一密閉容器を搬送する搬送部と、
　前記搬送部で搬送された前記第一密閉容器を受け取り、前記第一密閉容器から前記細胞
を取り出し、取り出した前記細胞を培養する自動培養装置と、
　を備え、
　前記自動培養装置が培地の入れ替えを自動で行う。
【０００８】
　本発明による自動培養システムにおいて、
　前記自動培養装置は、前記細胞の継代を自動で行ってもよい。
【０００９】
　本発明による自動培養システムにおいて、
　前記細胞を収容する第二密閉容器が前記第一密閉容器内に収容された状態で、前記第一
密閉容器が前記搬送部によって搬送されてもよい。
【００１０】
　本発明による自動培養システムにおいて、
　複数の前記第二密閉容器が前記第一密閉容器内に収容された状態で、前記第一密閉容器
が前記搬送部によって搬送されてもよい。
【００１１】
　本発明による自動培養システムにおいて、
　前記自動培養装置は、前記搬送部で搬送された前記第二密閉容器を収容した前記第一密
閉容器を受け取り、前記第一密閉容器から前記第二密閉容器を取り出し、取り出した前記
第二密閉容器に収容された状態で前記細胞を自動で培養してもよい。
【００１２】
　本発明による自動培養システムは、
　前記細胞を収容した前記第一密閉容器内を殺菌するための殺菌装置をさらに備えてもよ
い。
【００１３】
　本発明による自動培養システムにおいて、
　前記殺菌装置は、前記第一密閉容器内に殺菌ガスを供給することで前記細胞を収容した
前記第一密閉容器内を殺菌してもよい。
【００１４】
　本発明による自動培養システムにおいて、
　前記自動培養装置は、少なくとも廃液を排出するための排出部を有してもよい。
【００１５】
　本発明による自動培養システムにおいて、
　前記第一密閉容器内の温度、湿度及びガス濃度の少なくとも一つが調整可能となってい
てもよい。
【００１６】
　本発明による自動培養システムは、
　内部の温度、湿度及びガス濃度の少なくとも一つを自動で調整することができ、前記第
一密閉容器を一時的に保管するための一時保管部をさらに備えてもよい。
【００１７】
　本発明による自動培養システムにおいて、
　前記自動培養装置は、前記細胞を収容した前記第一密閉容器を搬入するための細胞用搬
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入部と、資材を搬入するための資材用搬入部と、を有してもよい。
【００１８】
　本発明による自動培養システムにおいて、
　前記自動培養装置が複数設けられ、
　前記自動培養システムが複数の前記自動培養装置を収容する複数の収容部屋をさらに備
え、
　前記自動培養装置の各々が対応する前記収容部屋に、一対一の関係で収容されてもよい
。
【００１９】
　本発明による自動培養方法は、
　搬送部によって、細胞を密閉状態で収容した第一密閉容器を搬送することと、
　自動培養装置が、前記搬送部で搬送された前記第一密閉容器を受け取り、前記第一密閉
容器から前記細胞を取り出すことと、
　前記自動培養装置が、取り出した前記細胞を培養することと、
　を備え、
　前記自動培養装置が、前記自動培養装置内の温度、湿度及びガス濃度の少なくとも一つ
を自動で調整し、かつ、培地の入れ替えを自動で行う。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、細胞の培養を自動で行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態による自動培養システムの構成を示す概略上
方平面図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態による自動培養システムの制御態様を示す制
御ブロック図である。
【図３】図３（ａ）は、本発明の第１の実施の形態で用いられる搬送部を示した正面図で
あり、図３（ｂ）は、本発明の第１の実施の形態で用いられる第二密閉容器の一例を示し
た上方平面図である。
【図４】図４は、図１に対応する図であり、本発明の第１の実施の形態による自動培養シ
ステムにおける各エリアを説明するための図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施の形態で用いられるｉＰＳ細胞自動培養装置の搬入
部を示した正面図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施の形態で用いられる分化細胞自動培養装置の搬入部
を示した正面図である。
【図７】図７は、本発明の第１の実施の形態で用いられる隔離部材が二重扉である場合を
示した概略上方平面図である。
【図８】図８は、本発明の第１の実施の形態で用いられる隔離部材がエアーシャワーであ
る場合を示した概略上方平面図である。
【図９】図９は、本発明の第１の実施の形態で用いられる隔離部材が一重扉である場合を
示した概略上方平面図である。
【図１０】図１０は、本発明の第２の実施の形態において、ｉＰＳ細胞を培養する培養エ
リアを有しｉＰＳ細胞を分化させる分化エリアを有さない自動培養システムの構成を示し
た概略上方平面図である。
【図１１】図１１は、本発明の第２の実施の形態において、ｉＰＳ細胞を培養する培養エ
リアとｉＰＳ細胞を分化させる分化エリアの両方を有する自動培養システムの構成を示し
た概略上方平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
第１の実施の形態
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《構成》
　以下、本発明に係る自動培養システム及び自動培養方法の第１の実施の形態について、
図面を参照して説明する。ここで、図１乃至図９は本発明の第１の実施の形態を説明する
ための図である。
【００２３】
　本実施の形態の自動培養システムは、ｉＰＳ細胞、ＥＳ細胞等の多能性幹細胞、骨髄間
質細胞（ＭＳＣ）等の軟骨細胞、樹状細胞等の様々な細胞を自動で培養するためのシステ
ムである。本実施の形態では、以下、主として、ｉＰＳ細胞を用いた態様により説明する
が、これはあくまでも一例であることには留意が必要である。
【００２４】
　図１に示すように、本実施の形態の自動培養システムは、細胞を保管する原料保管装置
１０と、細胞を密閉状態で収容した第一密閉容器７０（図３参照）を搬送する搬送部６０
と、搬送部６０で搬送された第一密閉容器７０を受け取り、第一密閉容器７０から細胞を
取り出し、取り出した細胞を内部で培養する自動培養装置２０，３０と、を備えている。
【００２５】
　本実施の形態では、上述したようにｉＰＳ細胞を用いた態様で説明することから、原料
保管装置１０はｉＰＳ細胞を樹立するｉＰＳ細胞樹立装置１１を含んでいる。なお、原料
保管装置１０は、他にも、ユニット恒温槽、遠心分離機、自動血球計数装置、自動磁気細
胞分離器、フローサイトメーター、遺伝子導入装置等を含んでいる。
【００２６】
　本実施の形態の自動培養装置２０，３０は、ｉＰＳ細胞を自動で培養する複数（図１に
示した態様では４つ）のｉＰＳ細胞自動培養装置２０と、ｉＰＳ細胞から分化した分化細
胞を自動で培養する複数（図１に示した態様では８つ）の分化細胞自動培養装置３０と、
を有している。なお、本実施の形態において、単に「自動培養装置」と述べたときは、ｉ
ＰＳ細胞自動培養装置２０、分化細胞自動培養装置３０、又は、ｉＰＳ細胞自動培養装置
２０及び分化細胞自動培養装置３０の両方のことを意味している。また、本実施の形態に
おいて、単に「細胞」と述べたときは、ｉＰＳ細胞の元となる体細胞等の原料細胞、ｉＰ
Ｓ細胞、分化細胞、又は、原料細胞、ｉＰＳ細胞及び分化細胞のいずれか２つもしくは全
部のことを意味している。
【００２７】
　本実施の形態では、第一密閉容器７０の他に、細胞を収容する第二密閉容器７５が採用
されている（図３（ａ）（ｂ）参照）。一例として、第一密閉容器７０に複数（図３（ａ
）では８つ）の第二密閉容器７５を載置するための複数の棚７１が設置されており、各棚
７１に第二密閉容器７５が配置される。そして、複数の第二密閉容器７５が第一密閉容器
７０内に収容された状態で、後述する隔離エリア内において、第一密閉容器７０が搬送部
６０によって搬送されることとなる。なお、第二密閉容器７５は、細胞だけではなく資材
のうち、液体培地、薬品等を収容してもよい。ちなみに、第二密閉容器７５の一例として
は、図３（ｂ）に示すような閉鎖系の培養プレートを挙げることができる。図３（ｂ）に
示した閉鎖系の培養プレートでは、液体培地等の液体が流入口７５ａから流入され、通路
７５ｂを通過した後で、流出口７５ｃから流出されることとなる。
【００２８】
　図２に示すように、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０は、筐体２２（図１参照）と、ｉＰＳ
細胞の培養に伴って変化する液体培地成分を分析する培地分析部２４と、ｉＰＳ細胞を検
査するとともに状態の悪いｉＰＳ細胞の除去を行う細胞検査除去部２５と、液体培地やタ
ンパク質分解酵素を含む液体等を保管するとともに供給する液体保管供給部２６と、第二
密閉容器７５を保持し、温度、湿度及びガス濃度のいずれか一つ又はこれらの全てを自動
で調整するインキュベータ部２７と、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０内で用いられた使用済
み液体培地、使用済み洗浄液、使用済み試薬等を含む廃液を筐体２２から下方に排出する
ための排出部２８と、を有している。ちなみに、本実施の形態のように第二密閉容器７５
を用いる場合には、インキュベータ部２７内の湿度の管理を特に行わなくてもよくなるこ
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とから、細胞培養環境の管理を簡素化することができる。また、このような第二密閉容器
７５を採用することで、空気中からのコンタミネーションが起こる恐れがなく、搬送も容
易となる。
【００２９】
　上述した液体保管供給部２６は、液体培地を流入口７５ａから第二密閉容器７５内に適
宜供給することで、第二密閉容器７５内の古い液体培地を新しい液体培地に自動で入れ替
える。また、細胞検査除去部２５は、取得されたｉＰＳ細胞の情報に基づいて、第二密閉
容器７５の底面に設けられたＥＣＭ（Extracellular matrix）から不良ｉＰＳ細胞を選択
的に剥離させる。その後で、液体培地を流入口７５ａから第二密閉容器７５内に供給する
ことで、浮遊した不良ｉＰＳ細胞が第二密閉容器７５から押し出される。また、液体保管
供給部２６は、タンパク質分解酵素を流入口７５ａから第二密閉容器７５内に適宜供給す
ることで第二密閉容器７５の底面に設けられたＥＣＭからｉＰＳ細胞を剥離させる。その
後、液体培地を流入口７５ａから第二密閉容器７５内に供給することで、浮遊したｉＰＳ
細胞が第二密閉容器７５から押し出される。押し出されたｉＰＳ細胞は、薄めて懸濁液と
した後で複数の別の第二密閉容器７５内に収容させる（播種する）。このようにして、ｉ
ＰＳ細胞自動培養装置２０はｉＰＳ細胞の継代を自動で行う。なお、第二密閉容器７５内
のｉＰＳ細胞を選択的に剥離させる手法としては、ｉＰＳ細胞に超音波や光をあてるとい
う手法、第二密閉容器７５の外方から物理的な力を与える手法等をとることができる。ま
た、このような手法を用いる際には、タンパク質分解酵素を併用してもよい。
【００３０】
　ｉＰＳ細胞自動培養装置２０内の温度は、インキュベータ部２７によって、例えば温度
が約３７℃となるように調整される。また、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０内のガス濃度は
、インキュベータ部２７によって、空気にＣＯ２を適宜加えることで調整される。また、
必要に応じて、インキュベータ部２７によって湿度が約１００％となるように調整されて
もよい。
【００３１】
　また、図２に示すように、分化細胞自動培養装置３０は、筐体３２（図１参照）と、分
化細胞の培養に伴って変化する液体培地成分を分析する培地分析部３４と、分化細胞を検
査するとともに状態の悪い分化細胞の除去を行う細胞検査除去部３５と、液体培地やタン
パク質分解酵素を含む液体等を保管するとともに供給する液体保管供給部３６と、第二密
閉容器７５を保持し、温度、湿度及びガス濃度のいずれか一つ又はこれらの全てを自動で
調整するインキュベータ部３７と、分化細胞自動培養装置３０内で用いられた使用済み液
体培地、使用済み洗浄液、使用済み試薬等を含む廃液を筐体３２から下方に排出するため
の排出部３８と、を有している。上述したように第二密閉容器７５を用いる場合には、イ
ンキュベータ部３７内の湿度の管理を特に行わなくてもよくなることから、細胞培養環境
の管理を簡素化することができる。なお、この分化細胞自動培養装置３０には、ｉＰＳ細
胞自動培養装置２０で培養されたｉＰＳ細胞が搬入されることもあれば、外部で培養され
て冷凍状態で搬送されたｉＰＳ細胞が解凍された後に搬入されることもある。
【００３２】
　上述した液体保管供給部３６は、液体培地を流入口７５ａから第二密閉容器７５に適宜
供給することで、第二密閉容器７５内の古い液体培地を新しい液体培地に自動で入れ替え
る。また、細胞検査除去部３５は、取得された分化細胞の情報に基づいて、第二密閉容器
７５の底面に設けられたＥＣＭ（Extracellular matrix）から不良分化細胞を選択的に剥
離させる。その後で、液体培地を流入口７５ａから第二密閉容器７５内に供給することで
、浮遊した不良分化細胞が第二密閉容器７５から押し出される。また、液体保管供給部３
６は、タンパク質分解酵素を流入口７５ａから第二密閉容器７５内に適宜供給することで
第二密閉容器７５の底面に設けられたＥＣＭから分化細胞を剥離させる。その後、液体培
地を流入口７５ａから第二密閉容器７５内に供給することで、浮遊した分化細胞が第二密
閉容器７５から押し出される。押し出された分化細胞は、薄めて懸濁液とした後で複数の
別の第二密閉容器７５内に収容させる（播種する）。このようにして、分化細胞自動培養
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装置３０は分化細胞の継代を自動で行う。なお、第二密閉容器７５内の分化細胞を選択的
に剥離させる手法としては、分化細胞に超音波や光をあてるという手法、第二密閉容器７
５の外方から物理的な力を与える手法等をとることができる。また、このような手法を用
いる際には、タンパク質分解酵素を併用してもよい。
【００３３】
　分化細胞自動培養装置３０内の温度は、インキュベータ部３７によって、例えば温度が
約３７℃となるように調整される。また、分化細胞自動培養装置３０内のガス濃度は、イ
ンキュベータ部３７によって、空気にＣＯ２を適宜加えることで調整される。なお、分化
細胞自動培養装置３０の液体保管供給部３６は、分化を誘導させる際に、分化誘導因子を
含む液体培地を供給してもよい。また、必要に応じて、インキュベータ部３７によって湿
度が約１００％となるように調整されてもよい。ちなみに、分化細胞の種類によっては、
上記工程を適宜変更してもよい。また、分化細胞の形状がｉＰＳ細胞と大きく異なる場合
には、ｉＰＳ細胞を培養する際に用いていた培養プレート（つまり第二密閉容器７５）と
異なる形状の閉鎖系の培養プレート（第二密閉容器）を用いることになる。
【００３４】
　図２に示すように、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０は、培地分析部２４、細胞検査除去部
２５、液体保管供給部２６、インキュベータ部２７、排出部２８の各々に通信接続され、
これらを制御する制御部２９を有する。また、分化細胞自動培養装置３０は、培地分析部
３４、細胞検査除去部３５、液体保管供給部３６、インキュベータ部３７、排出部３８の
各々に通信接続され、これらを制御する制御部３９を有する。
【００３５】
　なお、上述したｉＰＳ細胞樹立装置１１も、図２に示すように、ｉＰＳ細胞自動培養装
置２０及び分化細胞自動培養装置３０と同様の構成となっている。つまり、ｉＰＳ細胞樹
立装置１１は、筐体１３（図１参照）と、液体培地を分析する培地分析部１４と、分化細
胞を検査するとともに状態の悪い分化細胞の除去を行う細胞検査除去部１５と、液体培地
やタンパク質分解酵素を含む液体等を保管するとともに供給する液体保管供給部１６と、
筐体１３内の温度、湿度及びガス濃度のいずれか一つ又はこれらの全てを自動で調整する
インキュベータ部１７と、分化細胞自動培養装置１１内で用いられた使用済み液体培地、
使用済み洗浄液、使用済み試薬等を含む廃液を筐体１３から下方に排出するための排出部
１８と、を有している。また、ｉＰＳ細胞樹立装置１１は、培地分析部１４、細胞検査除
去部１５、液体保管供給部１６、インキュベータ部１７、排出部１８の各々に通信接続さ
れ、これらを制御する制御部１９を有する。そして、各制御部１９，２９，３３は、例え
ばパソコン等の外部装置９０に設置されている。
【００３６】
　本実施の形態の搬送部６０は、図３（ａ）に示すように、第一密閉容器７０を下方にぶ
ら下げるようにして保持する保持部６１を有し、天井に設けられたレール６５に沿って移
動するようになっている。また、搬送部６０が移動する領域は、壁面で覆われており、あ
る程度殺菌された隔離エリアとなっている。なお、図１及び図４では、太線で示した領域
内が隔離エリアとなっている。ちなみに、図４は、図１に対応する図であり、本実施の形
態による自動培養システムにおける各エリアを説明するための図である。
【００３７】
　図１に示すように、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０は、隔離エリア内に設けられ、第一密
閉容器７０を搬入するための搬入部２１を有している。この搬入部２１は、図５に示すよ
うに、第二密閉容器７５に収容されたｉＰＳ細胞を搬入するとともに培養されたｉＰＳ細
胞を搬出するための細胞用搬入出部２１ａと、資材を搬入するための資材用搬入部２１ｂ
と、を有している。同様に、図１に示すように、分化細胞自動培養装置３０は、隔離エリ
ア内に設けられ、第一密閉容器７０を搬入するための搬入部３１を有している。図６に示
すように、この搬入部３１は、第二密閉容器７５に収容されたｉＰＳ細胞を搬入するとと
もに培養された分化細胞を搬出するための細胞用搬入出部３１ａと、資材を搬入するため
の資材用搬入部３１ｂと、を有している。本実施の形態において資材とは、液体培地、試
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薬、洗浄液、培養プレート、バイアル、フィルター、針等である。また、図１に示すよう
に、ｉＰＳ細胞樹立装置１１は、隔離エリア内に設けられ、第一密閉容器７０を搬入する
ための搬入部１２を有している。ちなみに、細胞用搬入出部２１ａ及び細胞用搬入出部３
１ａの各々が特許請求の範囲の「細胞用搬入部」に対応するものであるが、本実施の形態
では、細胞用搬入出部２１ａがｉＰＳ細胞の「搬入」とｉＰＳ細胞の「搬出」とを兼ね、
また、細胞用搬入出部３１ａがｉＰＳ細胞や分化細胞の「搬入」と分化細胞の「搬出」と
を兼ねていることから「搬入出部」となっている。
【００３８】
　図４に示すように、上述した隔離エリアは、ｉＰＳ細胞を樹立するための樹立エリアと
、ｉＰＳ細胞を培養するためのｉＰＳ細胞培養エリアと、分化細胞を培養するための分化
細胞培養エリアと、樹立エリア、ｉＰＳ細胞培養エリア及び分化細胞培養エリアの各々を
繋ぐ連結エリアと、を含んでいる。上述したｉＰＳ細胞自動培養装置２０の搬入部２１が
ｉＰＳ細胞培養エリア内に設けられ、分化細胞自動培養装置３０の搬入部３１が分化細胞
培養エリア内に設けられている。また、隔離エリア外には、ｉＰＳ細胞の元となる体細胞
等の原料細胞が入荷される入荷エリアと、生産されたｉＰＳ細胞及び／又は分化細胞を出
荷するための出荷エリアと、が設けられている。
【００３９】
　また、本実施の形態の自動培養システムは、図１に示すように、第一密閉容器７０を一
時的に保管する一時保管部５をさらに備えてもよい。この一時保管部５は、その内部の温
度、湿度及びガス濃度のいずれか一つ又はこれらの全てを調整できるようになっており、
例えば温度が約３７℃となるように調整される。また、一時保管部５内のガス濃度は、空
気にＣＯ２を適宜加えることで調整される。また、必要に応じて湿度が約１００％となる
ように調整してもよい。
【００４０】
　また、第一密閉容器７０内の温度、湿度及びガス濃度のいずれか一つ又はこれらの全て
が調整可能となっていてもよい。この場合にも、例えば温度が約３７℃となるように調整
される。また、第一密閉容器７０内のガス濃度は、空気にＣＯ２を適宜加えることで調整
される。また、必要に応じて湿度が約１００％となるように調整してもよい。なお、本実
施の形態のように第二密閉容器７５を採用する場合には、第二密閉容器７５によって細胞
を密閉した状態に位置づけることができるので、第一密閉容器７０内の湿度を特に調整す
る必要がなくなる。
【００４１】
　ちなみに、本実施の形態において、資材のうち液体やガスからなるものについては、図
示しない供給管を介してｉＰＳ細胞自動培養装置２０及び分化細胞自動培養装置３０に直
接供給されるようにしてもよい。
【００４２】
　また、図１に示すように、本実施の形態の自動培養システムは、ｉＰＳ細胞自動培養装
置２０及び分化細胞自動培養装置３０の各々に対応し、これらを収容する収容部屋１００
を備えている。つまり、本実施の形態では、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０及び分化細胞自
動培養装置３０の各々が対応する収容部屋１００に一対一の関係で収容されるようになっ
ている。そして、収容部屋１００の隔離エリア側の面が開口しており、当該開口にｉＰＳ
細胞自動培養装置２０及び分化細胞自動培養装置３０の各々の筐体２２，３２が嵌め込ま
れ、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０の搬入部２１及び分化細胞自動培養装置３０の搬入部３
１が隔離エリア内に位置するようになっている。なお、収容部屋１００の各々には、隣接
して通路が設けられており、隔離エリアに面していない箇所に作業者が出入りすることが
できる出入口（図示せず）が設けられている。
【００４３】
　本実施の形態の自動培養システムは、図１に示すように、第一密閉容器７０内を殺菌す
るための殺菌装置１と、自動培養装置２０，３０で培養された細胞を所定のタイミングで
搬入部２１，３１から受け取り、検査する分析装置８０，８５と、自動培養装置２０，３
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０で培養されたｉＰＳ細胞、分化細胞、又は、ｉＰＳ細胞及び分化細胞の両方を冷凍保存
する冷凍保存装置４０と、を備えている。なお、冷凍保存装置４０は複数個設けられてい
てもよいし、冷凍保存エリア自体が冷やされており冷凍保存エリア自体が冷凍庫として機
能してもよい。そして、冷凍保存装置４０が複数個設けられている場合や冷凍保存エリア
自体が冷凍庫として機能するような場合には、冷凍保存エリア内の天井にレール６５が設
けられ、このレール６５に沿って搬送部６０が移動できるようになってもよい。なお、上
述した分析装置８０，８５は、ｉＰＳ細胞の分析を行うｉＰＳ細胞分析装置８０と、分化
細胞の分析を行う分化細胞分析装置８５と、を有している。
【００４４】
　ところで、図１に示した態様では、本実施の形態の冷凍保存装置４０の搬入部４１と、
分析装置８０，８５の搬入部８１，８６は隔離エリア内に設けられているが、上述したよ
うに、冷凍保存装置４０が複数個設けられている場合や、冷凍保存エリア自体が冷やされ
てそれ自体が冷凍庫として機能する場合には、冷凍保存エリア全体を隔離エリア内に設け
てもよい。
【００４５】
　殺菌装置１の一例としては、第一密閉容器７０内に高温ガスを供給することで殺菌する
ものを挙げることができる。また、殺菌装置１の別の例としては、第一密閉容器７０を閉
状態としたまま外部から例えばγ線を照射することで第一密閉容器７０内を殺菌するもの
も挙げることができる。ちなみに、入荷エリアに第一密閉容器７０が搬入される前に、第
一密閉容器７０の内部が例えばγ線や紫外線を用いて殺菌されてもよい。なお、液体培地
等はγ線や紫外線で破損してしまうタンパク質等を含有している場合がある。この場合は
、過酸化水素ガスや高温ガス等の殺菌ガスで殺菌することが望ましい。
【００４６】
　本実施の形態の自動培養システムは、隔離エリア内において、所定の区画毎に隔離する
隔離部材を有してもよい。この隔離部材は、例えば、連結エリアとｉＰＳ細胞培養エリア
との間、及び／又は、連結エリアと分化細胞培養エリアとの間に設けられている（図４参
照）。この隔離部材の一例としては二重扉１１１であり（図７参照）、別の例としてはエ
アー吹付部１１２を有するエアーシャワーであり（図８参照）、さらに別の例としては一
重扉１１３である（図９参照）。このような隔離部材を設けることにより、汚染を防止し
たり、異常時における殺菌効率を上げたりすることができる。
【００４７】
　図７に示すように隔離部材が二重扉１１１である場合には、第一密閉容器７０が一方の
扉１１１ａ側から近づいてきた場合には一方の扉１１１ａが開き（この際、他方の扉１１
１ｂは閉まっている。）、第一密閉容器７０が一方の扉１１１ａを通過した後で当該一方
の扉１１１ａが閉じ、一方の扉１１１ａが閉じると同時又は閉じた後で他方の扉１１１ｂ
が開き、第一密閉容器７０が当該他方の扉１１１ｂを通過し、第一密閉容器７０が当該他
方の扉１１１ｂを通過した後で当該他方の扉１１１ｂが閉じるようにすればよい。なお、
第一密閉容器７０が他方の扉１１１ｂ側から近づいてきた場合には、上述したのと逆のこ
とが行われればよい。このようにすることで、隔離エリア内でも各エリアを確実に区切る
ことができ、何らしかの理由により隔離エリア内で汚染が発生しても、汚染された領域を
最小限に抑えることができる。
【００４８】
　図８に示すように隔離部材がエアーシャワーである場合には、上述した二重扉１１１の
ように扉の開閉動作は必要なく、エアー吹付部１１２から常に陽圧のエアーを吹き付けて
やればよい。このようにすることで、隔離エリア内でも各エリアを区切ることができ、何
らしかの理由により隔離エリア内で汚染が発生しても、汚染された領域が広がることを防
止することができる。
【００４９】
　また、図９に示すように隔離部材が一重扉１１３である場合には、通常時には当該一重
扉１１３が開いており必要時のみ一重扉１１３が閉じるようにしておけばよい。この態様
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においては、隔離エリア内での汚染を検知した時点で一重扉１１３が自動で閉まるように
しておくことで、何らしかの理由により隔離エリア内で汚染が発生しても、汚染された領
域が広がることを極力防止することができる。
【００５０】
　ところで、本実施の形態ではｉＰＳ細胞自動培養装置２０及び分化細胞自動培養装置３
０の両方を設けた態様を用いて説明しているが、自動培養システムは、ｉＰＳ細胞自動培
養装置２０及び分化細胞自動培養装置３０のいずれか一方のみを備えていてもよい（第２
の実施の形態についてではあるが、図１０参照）。
【００５１】
《方法》
　本実施の形態の自動培養システムを利用した自動培養方法について、以下で説明する。
【００５２】
［隔離エリア内への搬入］
　最初に、離隔エリア内に細胞、細胞を培養するための資材等を搬入する際の工程の一例
について説明する。
【００５３】
　まず、離隔エリア外において、体細胞等の原料細胞を収容した第二密閉容器７５が第一
密閉容器７０内に配置されたり、液体培地や薬品等の資材を収容した第二密閉容器７５が
第一密閉容器７０内に配置されたり、フィルター、針等の資材が第一密閉容器７０内に直
接配置されたりする。
【００５４】
　次に、殺菌装置１から供給される殺菌ガスによって第一密閉容器７０内が殺菌され、そ
の後、第一密閉容器７０が閉じられて密閉状態となる。なお、殺菌手法としてγ線や紫外
線を利用する場合には、第一密閉容器７０が閉じられて密閉状態となった後で、第一密閉
容器７０内が殺菌されることとなる。なお、隔離エリア内に第一密閉容器７０が搬入され
る前に、第一密閉容器７０内の温度、湿度及びガス濃度のいずれか一つ又はこれらの全て
が調整されてもよい。
【００５５】
　次に、内部を殺菌された第一密閉容器７０が、隔離エリアに通じる投入部２に載置され
る（図１参照）。なお、この投入部２は例えば二重扉のようになっており、第一密閉容器
７０が載置されると入荷エリア側に位置する一方の扉が開き（このとき隔離エリア側に位
置する他方の扉は閉じられている。）、第一密閉容器７０を他方の扉と一方の扉の間に導
き入れ、一方の扉が閉じた後で他方の扉が開き、その後で搬送部６０によって第一密閉容
器７０が受け取られて隔離エリア内で搬送されることになる。なお、第一密閉容器７０が
隔離エリア内に搬入された後で、他方の扉が閉じられることとなる。なお、両方の扉が閉
じられている間に殺菌処理を行ってもよい。
【００５６】
　第一密閉容器７０に原料細胞を収容した第二密閉容器７５が収容されている場合には、
当該第一密閉容器７０は原料保管装置１０まで搬送部６０によって搬送される。そして、
当該原料保管装置１０において第一密閉容器７０内から第二密閉容器７５が取り出される
。なお、このような原料細胞は、図示していない出入口を介して樹立エリアの収容部屋１
００に人手を介して運ばれ、当該収容部屋１００内の原料保管装置１０で作業者が作業す
ることでｉＰＳ細胞の樹立が行われてもよい。また、入荷エリアが樹立エリアを兼ねてい
てもよい。この場合は、作業者が作業するエリア減らすことができるため管理が容易とな
る。
【００５７】
　他方、第一密閉容器７０に資材を収容した第二密閉容器７５又は資材そのものが収容さ
れている場合には、当該第一密閉容器７０は予め指定されたｉＰＳ細胞自動培養装置２０
の搬入部２１（より具体的には資材用搬入部２１ｂ）又は分化細胞自動培養装置３０の搬
入部３１（より具体的には資材用搬入部３１ｂ）まで搬送部６０によって搬送される。そ
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して、当該ｉＰＳ細胞自動培養装置２０又は分化細胞自動培養装置３０において、第一密
閉容器７０内から資材を収容した第二密閉容器７５又は資材そのものが取り出されて、ｉ
ＰＳ細胞自動培養装置２０又は分化細胞自動培養装置３０内に搬入される。
【００５８】
［樹立から出荷まで］
　続いて、原料保管装置１０で樹立されたｉＰＳ細胞が分化され出荷されるまでの過程に
ついて説明する。
【００５９】
　原料保管装置１０で樹立されたｉＰＳ細胞を収容した一つ又は複数の第二密閉容器７５
が、第一密閉容器７０内に配置され密閉される。この際、第一密閉容器７０内の温度、湿
度及びガス濃度のいずれか一つ又はこれらの全てが調整されてもよい。
【００６０】
　第二密閉容器７５を収容した第一密閉容器７０は、搬送部６０によって、ｉＰＳ細胞自
動培養装置２０の搬入部２１（より具体的には細胞用搬入出部２１ａ）に搬送される。そ
して、当該ｉＰＳ細胞自動培養装置２０において第一密閉容器７０内から第二密閉容器７
５が取り出される。
【００６１】
　このようにｉＰＳ細胞自動培養装置２０内に搬入されたｉＰＳ細胞は、当該ｉＰＳ細胞
自動培養装置２０内で培養される。培養される際には、液体培地の入れ替えが適宜自動で
行われ、ｉＰＳ細胞の継代が適宜自動で行われる。また、インキュベータ部２７の温度、
湿度及びガス濃度のいずれか一つ又はこれらの全てが調整されてもよい。ちなみに、本実
施の形態のｉＰＳ細胞自動培養装置２０は細胞の提供者毎に分けられており、あるｉＰＳ
細胞自動培養装置２０でＡさんのｉＰＳ細胞が培養されている場合には、当該ｉＰＳ細胞
自動培養装置２０では、Ａさん以外の人、動物等のｉＰＳ細胞が培養されることはない。
【００６２】
　なお、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０で培養されているｉＰＳ細胞の一部は、搬送部６０
によって、適宜、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０から取り出され、ｉＰＳ細胞分析装置８０
の搬入部８１まで搬送される。そして、このｉＰＳ細胞分析装置８０内で培養の状態（例
えば、ＤＮＡの状態）が分析される。なお、ｉＰＳ細胞分析装置８０は、ｉＰＳ細胞自動
培養装置２０内での検査とは異なり破壊検査であるため、分析に利用されたｉＰＳ細胞は
ｉＰＳ細胞自動培養装置２０に戻されることなく廃棄されることとなる。
【００６３】
　ｉＰＳ細胞自動培養装置２０でｉＰＳ細胞が培養されると、ｉＰＳ細胞を収容した一つ
又は複数の第二密閉容器７５が、第一密閉容器７０内に配置され密閉される。この際、第
一密閉容器７０内の温度、湿度及びガス濃度のいずれか一つ又はこれらの全てが、ｉＰＳ
細胞自動培養装置２０で調整されてもよい。
【００６４】
　第二密閉容器７５を収容した第一密閉容器７０は、搬送部６０によって、分化細胞自動
培養装置３０の搬入部３１（より具体的には細胞用搬入出部３１ａ）に搬送される。そし
て、当該分化細胞自動培養装置３０において第一密閉容器７０内から第二密閉容器７５が
取り出される。
【００６５】
　このように分化細胞自動培養装置３０内に搬入されたｉＰＳ細胞は、当該分化細胞自動
培養装置３０内で分化され、培養される。培養されるに際しては、液体培地の入れ替えが
適宜自動で行われ、分化細胞の継代が適宜自動で行われる。また、分化誘導因子を含む液
体培地が適宜供給されてもよい。また、インキュベータ部３７の温度、湿度及びガス濃度
のいずれか一つ又はこれらの全てが調整されてもよい。なお、分化細胞自動培養装置３０
も細胞の提供者毎に分けられており、ある分化細胞自動培養装置３０でＡさんの分化細胞
が培養されている場合には、当該分化細胞自動培養装置３０では、Ａさん以外の人、動物
等の分化細胞が培養されることはない。
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【００６６】
　なお、分化細胞自動培養装置３０で培養されている分化細胞の一部も、搬送部６０によ
って、適宜、分化細胞自動培養装置３０から取り出され、分化細胞分析装置８５の搬入部
８６まで搬送される。そして、この分化細胞分析装置８５内で培養の状態（例えば、ＤＮ
Ａの状態）等が分析される。分化細胞分析装置８５は、分化細胞自動培養装置３０内での
検査とは異なり破壊検査であるため、分析に利用された分化細胞も分化細胞自動培養装置
３０に戻されることなく廃棄されることとなる。
【００６７】
　分化細胞自動培養装置３０で分化細胞が培養されると、分化細胞を収容した一つ又は複
数の第二密閉容器７５が、第一密閉容器７０内に配置され密閉される。この際、第一密閉
容器７０内の温度、湿度及びガス濃度のいずれか一つ又はこれらの全てが、分化細胞自動
培養装置３０で調整されてもよい。
【００６８】
　そして、分化細胞を冷凍保存する場合には、分化細胞を収容した第二密閉容器７５を収
容した第一密閉容器７０が搬送部６０によって冷凍保存装置４０に搬送される。そして、
当該冷凍保存装置４０において第一密閉容器７０内から第二密閉容器７５が取り出され、
当該冷凍保存装置４０内で第二密閉容器７５に収容された状態で分化細胞が保存されるこ
ととなる。なお、このように第一密閉容器７０内から第二密閉容器７５を取り出すことな
く、第一密閉容器７０に第二密閉容器７５及び分化細胞を収容した状態のまま冷凍保存装
置４０内で保存してもよい。
【００６９】
　ところで、培養されたｉＰＳ細胞を分化させることなく冷凍保存する場合には、ｉＰＳ
細胞を収容した第二密閉容器７５を収容した第一密閉容器７０が搬送部６０によって冷凍
保存装置４０に搬送される。そして、当該冷凍保存装置４０において第一密閉容器７０内
から第二密閉容器７５が取り出され、当該冷凍保存装置４０内で第二密閉容器７５に収容
された状態でｉＰＳ細胞が保存されることとなる。この場合にも、第一密閉容器７０内か
ら第二密閉容器７５を取り出すことなく、第一密閉容器７０に第二密閉容器７５及びｉＰ
Ｓ細胞を収容した状態のまま冷凍保存装置４０内で保存してもよい。
【００７０】
　冷凍保存装置４０で保存されたｉＰＳ細胞又は分化細胞を出荷するときには、ｉＰＳ細
胞又は分化細胞を収容した第二密閉容器７５が第一密閉容器７０に収容され、当該第一密
閉容器７０が、搬送部６０によって、冷凍保存装置４０から出荷エリアに搬送される。な
お、第一密閉容器７０のまま冷凍保存装置４０内で保存されている場合には、当該第一密
閉容器７０が冷凍保存装置４０からそのまま取り出され、搬送部６０によって、冷凍保存
装置４０から出荷エリアに搬送される。このように出荷エリアに第一密閉容器７０が搬送
されると、第一密閉容器７０のまま、又は、第一密閉容器７０から取り出された第二密閉
容器７５の形態でｉＰＳ細胞又は分化細胞が出荷される。
【００７１】
　ちなみに、ｉＰＳ細胞や分化細胞の出荷先（例えば病院や工場等）が隣接して設置され
ていたり近隣にあったりするような場合等では、ｉＰＳ細胞や分化細胞を冷凍する必要が
ない。このため、この場合には、冷凍保存されることなく、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０
から取り出されたｉＰＳ細胞を収容した第二密閉容器７５が第一密閉容器７０に収容され
て搬送部６０によって出荷エリアに搬送されたり、分化細胞自動培養装置３０から取り出
された分化細胞を収容した第二密閉容器７５が第一密閉容器７０に収容されて搬送部６０
によって出荷エリアに搬送されたりする。その後、当該出荷エリアから隣接する又は近接
する出荷先に、第一密閉容器７０のまま、又は、第一密閉容器７０から取り出された第二
密閉容器７５の形態でｉＰＳ細胞又は分化細胞が出荷される。
【００７２】
《効果》
　次に、上述した構成からなる本実施の形態によって達成される効果であって、まだ述べ
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ていない効果又はとりわけ重要な効果について説明する。
【００７３】
　本実施の形態によれば、自動培養装置２０，３０が、自動培養装置２０，３０内の温度
、湿度及びガス濃度の少なくとも一つを自動で調整するだけでなく、培地の入れ替え及び
継代を自動で行う。また、原料保管装置１０とｉＰＳ細胞自動培養装置２０との間、及び
、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０と分化細胞自動培養装置３０との間で、搬送部６０によっ
てｉＰＳ細胞が搬送される。このため、樹立したｉＰＳ細胞を培養し分化させる工程まで
を、完全に自動で行うことができる。
【００７４】
　より具体的には、本実施の形態では、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０が、ｉＰＳ細胞自動
培養装置２０内の温度、湿度及びガス濃度の少なくとも一つを自動で調整するだけでなく
、培地の入れ替え及び継代を自動で行う。このため、ｉＰＳ細胞がｉＰＳ細胞自動培養装
置２０内に一旦搬入されると、当該ｉＰＳ細胞自動培養装置２０において人の手を介在さ
せることなくｉＰＳ細胞の培養を行うことができる。
【００７５】
　また、本実施の形態では、分化細胞自動培養装置３０が、分化細胞自動培養装置３０内
の温度、湿度及びガス濃度の少なくとも一つを自動で調整するだけでなく、培地の入れ替
え及び継代を自動で行う。このため、ｉＰＳ細胞が分化細胞自動培養装置３０内に一旦搬
入されると、当該分化細胞自動培養装置３０において人の手を介在させることなく分化細
胞の培養を行うことができる。
【００７６】
　また、本実施の形態では、細胞が、ｉＰＳ細胞樹立装置１１を含む原料保管装置１０、
ｉＰＳ細胞自動培養装置２０、分化細胞自動培養装置３０、冷凍保存装置４０等の装置の
内部に位置していないときには、当該細胞は必ず第一密閉容器７０で密閉状態とされてい
るので、隔離エリア等の装置外のエリアにおいて高い清浄度を保つ必要がなくなる。この
結果、設備費用、維持費用等が高額になることを抑制することができる。
【００７７】
　また、本実施の形態では、ｉＰＳ細胞樹立装置１１及び自動培養装置２０，３０が、搬
入部１１，２１，３１とは別に、廃液を排出するための排出部１８，２８，３７を有して
いるので、細胞や資材を搬入する経路と廃液を排出する経路とが交わることがない。この
ため、細胞や資材が廃液で汚染されるリスクを低減することができる。なお、排出部１８
，２８，３７で排出される廃液は筐体１３，２２，３２から下方に向かって排出されてお
り、廃液が逆流することを防止するようになっている。なお、下方に向かって排出する場
合には階下に排出してもよい。また、廃資材は、資材用搬入部２１ｂ，３１ｂから排出し
てもよいが、廃液と同様、排出部２８，３７から下方に向かって排出してもよく、この場
合にも廃資材を階下に排出してもよい。なお、廃資材としては、例えば使用済みの第二密
閉容器７５、分析装置８０，８５で用いられたフィルター等を挙げることができる。ちな
みに、排出部１８，２８，３７で廃液を排出する際には、廃液を常時排出してもよいし、
ある程度廃液を貯留した後で圧送して排出してもよい。
【００７８】
　本実施の形態では、細胞を収容する第二密閉容器７５が設けられており、この第二密閉
容器７５が第一密閉容器７０内に収容されて搬送される。このため、細胞を、第一密閉容
器７０で密閉状態に保つだけでなく、第二密閉容器７５でも密閉状態とするので、細胞を
より確実に密閉状態にすることができる。また、ｉＰＳ細胞樹立装置１１を含む原料保管
装置１０、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０、分化細胞自動培養装置３０、冷凍保存装置４０
等の装置の内部においても、細胞が第二密閉容器７５内で密閉されているので、装置内に
おいて何らしかの理由で細胞が汚染されることを防止することもできる。
【００７９】
　本実施の形態の自動培養システムが第一密閉容器７０内を殺菌するための殺菌装置１を
備えた態様を採用した場合には、自動培養システム内で、第一密閉容器７０内を殺菌装置
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１で殺菌することができる。
【００８０】
　本実施の形態において、第一密閉容器７０内の温度、湿度及びガス濃度のいずれか一つ
又はこれらの全てを調整することができる態様を採用した場合には、隔離エリア内で細胞
が移動される際にも、細胞や資材にとって好ましい環境を維持することができる。
【００８１】
　また、本実施の形態の自動培養システムが第一密閉容器７０を一時的に保管するための
一時保管部５を備えた態様を採用した場合には、仮に細胞（原料細胞、ｉＰＳ細胞、分化
細胞等）や資材を第一密閉容器７０内に収容しなければならない状態が長時間におよぶと
きであっても、当該一時保管部５で一時的に第一密閉容器７０を保管することができ、細
胞や資材にとって好ましい環境を維持することができる。なお、この一時保管部５では、
細胞や資材が第一密閉容器７０から取り出されず、第一密閉容器７０に収容されたままで
保管されるようになってもよいが、このような態様に限られることはなく、一時保管部５
において細胞や資材が第一密閉容器７０から取り出された状態（例えば第二密閉容器７５
に収容された状態）で、一時保管部５において一時的に保管されてもよい。
【００８２】
　また、本実施の形態の自動培養装置２０，３０の搬入部２１，３１が、細胞を収容した
第一密閉容器７０を搬入するとともに培養された細胞を搬出するための細胞用搬入出部２
１ａ，３１ａと、細胞を培養するための資材を搬入するための資材用搬入部２１ｂ，３１
ｂと、を有する場合には、自動培養装置２０，３０に搬入する経路を細胞と資材とで分け
ることができ、何らしかの原因で、生成された細胞（ｉＰＳ細胞、分化細胞等）に資材が
付着してしまうという事態が発生することを防止することができる。
【００８３】
　本実施の形態では、自動培養装置２０，３０の各々が対応する収容部屋１００に一対一
の関係で収容されるようになっている。そして、収容部屋１００の隔離エリア側の面が開
口しており、当該開口に自動培養装置２０，３０の筐体２２，３２が嵌め込まれ、自動培
養装置２０，３０の搬入部２１，３１が隔離エリア内に位置するようになっている。他方
、収容部屋１００の隔離エリアに面していない箇所には、作業者が出入りすることができ
る出入口が設けられている。このため、例えば自動培養装置２０，３０の利用が終了し自
動培養装置２０，３０を殺菌する必要が生じたときに出入口から作業者が入っても、隔離
エリアと作業者が入った収容部屋１００とは依然として隔離されることとなり、隔離エリ
アを改めて殺菌する必要がない点で有益である。また、自動培養装置２０，３０の各々が
対応する収容部屋１００に一対一の関係で収容されていることから、ある収容部屋１００
の自動培養装置２０，３０を殺菌する際に作業者が入っても他の収容部屋１００は当該入
退室による影響を受けないことから、他の収容部屋１００についても改めて殺菌する必要
がない点で有益である。
【００８４】
第２の実施の形態
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。
【００８５】
　第２の実施の形態では、細胞を搬送する経路と資材を搬送する経路とが異なる経路とな
っており、互いに混じり合わない態様となっている。
【００８６】
　第２の実施の形態において、その他の構成は、第１の実施の形態と略同一の態様となっ
ている。第２の実施の形態において、第１の実施の形態と同一部分には同一符号を付して
詳細な説明は省略する。図１０は、ｉＰＳ細胞を培養する培養エリアを有しｉＰＳ細胞を
分化させる分化エリアを有さない自動培養システムの構成を示した概略上方平面図であり
、図１１は、ｉＰＳ細胞を培養する培養エリアとｉＰＳ細胞を分化させる分化エリアの両
方を有する自動培養システムの構成を示した概略上方平面図である。
【００８７】
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　本実施の形態では、図１０及び図１１において「実線」で示す経路が細胞を搬送するた
めの細胞搬送経路１６５（より具体的には細胞搬送用レール）であり、図１０及び図１１
において「点線」で示す経路が、資材ストック部１２０から資材を搬出し、当該資材を搬
送するための資材搬送経路１６６（より具体的には資材搬送用レール）である。ちなみに
、図１１に示す態様では、図１１の最も上方において左右方向で延在する領域が（図１１
では示していない）冷凍保存装置の設置された冷凍保存エリアとなっており、この冷凍保
存エリアでｉＰＳ細胞や分化細胞が冷凍されて保存されるようになっている。
【００８８】
　本実施の形態では、細胞を搬送する搬送部６０は細胞搬送エリア内に設けられた細胞搬
送経路１６５に沿って移動し、資材を搬送する搬送部６０は資材搬送エリア内に設けられ
た資材搬送経路１６６に沿って移動する。なお図１０及び図１１において、実線と点線と
が交わるところでは、細胞搬送経路１６５と資材搬送経路１６６とが立体的に交差してお
り、両経路は分離されている。つまり、例えば資材搬送経路１６６が筒状の壁面で覆われ
ており、この壁面内で資材搬送経路１６６に沿って資材を収容した第一密閉容器７０が搬
送されることとなり、この壁面の外方で細胞搬送経路１６５に沿って細胞を収容した第一
密閉容器７０が搬送されることとなる。
【００８９】
　また、本実施の形態では、細胞を収容した（より具体的には細胞を収容した第二密閉容
器７５を収容した）第一密閉容器７０を載置して搬入するｉＰＳ細胞自動培養装置２０の
細胞用搬入出部２１ａと、資材を収容した（より具体的には資材を収容した第二密閉容器
７５を収容した又は資材をそのまま収容した）第一密閉容器７０を搬入するｉＰＳ細胞自
動培養装置２０の資材用搬入部２１ｂとは、全く異なる位置に位置づけられている。より
具体的には、細胞用搬入出部２１ａは細胞搬送エリア内に位置づけられ、細胞搬送経路１
６５に沿って搬送部６０によって搬送された第一密閉容器７０が下方位置に位置づけられ
ることで、細胞用搬入出部２１ａに第一密閉容器７０が載置されることとなる。他方、資
材用搬入部２１ｂは資材搬送エリア内に位置づけられ、資材搬送経路１６６に沿って搬送
部６０によって搬送された第一密閉容器７０が下方位置に位置づけられることで、資材用
搬入部２１ｂに第一密閉容器７０が載置されることとなる。
【００９０】
　ちなみに、本実施の形態においても、資材のうち液体やガスからなるものについては、
供給管を介してｉＰＳ細胞自動培養装置２０及び分化細胞自動培養装置３０に直接供給さ
れるようにしてもよい。また、ｉＰＳ細胞自動培養装置２０及び分化細胞自動培養装置３
０に冷蔵部を近接配置し、当該冷蔵部で４℃程度の低温に冷やされた液体培地を供給管を
介して供給するようにしてもよい。また、廃資材を、排出部２８，３７ではなく、資材用
搬入部２１ｂ，３１ｂから搬出するようにしてもよい。なおこの場合には、資材用搬入部
２１ｂ，３１ｂの各々が資材用搬入出部として機能することとなる。
【００９１】
　このような第２の実施の形態によれば、細胞が存在しうる細胞搬送エリアと、細胞以外
の資材が存在しうる資材搬送エリアとを、確実に分離することができる。このように、細
胞と資材とが混じりあう空間を自動培養装置２０，３０内だけに限定することで、何らし
かの原因で、生成された細胞（ｉＰＳ細胞、分化細胞等）が資材によって汚れてしまうこ
とを確実に防止することができる。
【００９２】
　最後になったが、上述した各実施の形態の記載及び図面の開示は、特許請求の範囲に記
載された発明を説明するための一例に過ぎず、上述した実施の形態の記載又は図面の開示
によって特許請求の範囲に記載された発明が限定されることはない。
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